
（※1）法務局が発行する全部事項証明書（写し可）

（※2）個人の場合は、代表者の本籍地の市町村長が発行する身分証明書

※その他、必要に応じて書類の提出が必要な場合があります。

※印鑑は不要となりました。（ただし委任状・使用印鑑変更届は除く）

○

④委任先の商号又は名
称

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△
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別杵速見地域広域市町村圏事務組合
変更事項に係る添付書類一覧　【物品】

①商号又は名称

⑨使用印鑑

⑧実印

⑦電話番号・FAX番号

③郵便番号・所在地

②代表者役職・氏名

印鑑証明書
使用印鑑
変更届

（※要押印）

委任状
（代理人がい

る場合）
（※要押印）

誓約書

添付書類

○
（変更がある

場合）
○ ○

競争入札参
加資格登録
事項変更届

変更事項

○

⑥委任先の郵便番号・
所在地

○

⑤委任先の代表者役
職・氏名


